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 はじめに 

  

 我が国は 2030 年度において温室効果ガス 46%削減（2013 年度比）を目指すこと、さらに

50%の高みに向けて挑戦を続けることを 2021 年 4 月に表明しました。 

この目標に向け「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関す

る法律」(平成 30 年 12 月 7 日公布法律第 89 号 最終改正令和 5 年 5 月 26 日法律第 34 号)が

施行されました。 

当協会としては、社会経済的事情の緊急性に鑑み、洋上風力発電施設建設に伴う漁業影響

調査に関する方針等の考え方について、従来使われてきた「漁業影響調査指針」(社団法人

日本水産資源保護協会・全国漁場環境保全対策協議会・全国漁業協同組合連合会)(平成 17年

3 月)に代えて、漁業関係者等の要請もあって、調査のみでなく影響を科学的に評価すること

を内容とした「漁業影響評価指針」（令和 5年 6月）を取りまとめ公表しました。同時に洋上

風力発電施設建設に伴う漁業影響調査についても「洋上風力発電施設建設に伴う漁業影響調

査実施要領」（令和 5 年 6 月）として取りまとめ、さらに、沿岸域の着床式発電施設に加え

て、沖合域の浮体式発電施設の建設を促進しようという動きもあることから、当協会として

は「沿岸域・沖合域における洋上風力発電施設建設に伴う漁業影響調査実施要領」(令和 6年

5 月)を公表してきました。 

その後、「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律」が、第 217 回常会で成

立しました。これは領海および内水のほか排他的経済水域における洋上風力発電事業を展開

するための改正案であり、経済産業大臣が発電設備設置募集区域として指定するための条件

の一つとして、「海洋再生可能エネルギー発電事業の実施により、漁業に明白な支障が及ぶ

とは認められないこと。」(改正案第 32 条第 1 項第 2 号)と規定されています。このような状

況から科学的な漁業影響調査への必要性が高まりました。 

今後、洋上風力発電施設の建設が、沿岸域から沖合域にまで拡大されるので、今回の法律

の改正案にも適応するべく、漁業影響調査の項目を追加するとともに、これまでの内容を再

整理して「沿岸域・沖合域における洋上風力発電施設建設に伴う漁業影響調査実施要領」を

改訂することといたしました。 

洋上風力発電施設建設に伴う漁業影響の特性を踏まえ、この法律に基づき海域ごとに法定

協議会が組織されますが、その構成員として関係漁業者の組織する団体、学識経験者等が掲

げられています。また、洋上風力発電施設建設に伴う漁業影響調査については特段の規定は

ないものの、この法定協議会で議論され決定されるところによることとなり、既に促進区域

指定を承諾した法定協議会の取りまとめ文書には、精粗の差はあるものの漁業影響調査の実

施と調査の考え方や手法等について言及されています。 

なお、既に設置されている法定協議会の構成をみると、漁業者が組織する団体からは漁業

者のみが参加し、地元漁業や水産生物の実態を承知する試験研究機関等からの構成員として

の参加はなく、水産業の維持・発展のための科学技術的な意見等をいかに法定協議会に反映 

させていくかが重要となります。 

国民に安全・安心な食料を提供する水産業において、関係者がその重要性についての意識

を深めるとともに、事業者も水産業の重要性を認識して、洋上風力発電施設建設に伴う漁業

影響を最小限に止め、漁業との共生を実現させていくことが重要であると考えています。 

ⅰ 
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当協会が漁業影響調査を実施する場合、各分野の専門家から構成する漁業影響検討委員会

を組織して調査計画、結果の取りまとめ、評価等に関して意見を聞きながら実施してきてい

ます。しかし、洋上風力発電施設建設に伴う漁業影響調査については、事業ごとに設置され

る法定協議会やその下に設置される実務者会議において、調査計画内容の検討や調査経過、

報告の聴取を行うこととされていますが、その有無にかかわらず、当協会では漁業影響調査

を実施する過程における漁業影響検討委員会による調査に関する提言・意見等については、

法定協議会に報告しつつ、その結果に従って進めていくこととしています。 

最後に、本稿の取りまとめに当たり、貴重なご意見をいただいた漁業影響評価等検討委員

会委員の先生方にお礼を申し上げるとともに、漁業影響調査に従事した経験から「漁業影響

評価指針」の精神を生かしながら、本稿を取りまとめるために多大のご苦労をいただいた会

員の皆様方に感謝申し上げるところです。 

この「沿岸域・沖合域における洋上風力発電施設建設に伴う漁業影響調査実施要領」が、

漁業と洋上風力発電事業とが共生するために広く活用されることを願う次第です。 

 

令和 7 年 9 月 

 

一般社団法人 全国水産技術協会 

   会長 和田 時夫 
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Ⅰ. 総 論 

 

1.領海・内水および排他的経済水域とは 

我が国は海洋国、遠洋漁業国等の基本的立場を守るために、国連海洋法条約の作成過程か

ら積極的に参加し、1996 年 6 月に同条約を批准し、同年 7 月 20 日に発効した。同条約には

領海、接続水域および国際航行に使用されている海峡、排他的経済水域、大陸棚、公海、深

海底などの規定が盛り込まれており、漁業関係者にとっても対応を迫られた問題がかなりあ

ったことは記憶に新しい。 

 この条約で漁業関係者が関心を持たなければならない領海等に関する用語については、海

上保安庁海洋情報部によると、次のように定義されている。 

 「基線」とは、海岸の低潮線、湾口もしくは湾内等に引かれる直線と規定されており、我

が国は直線基線を採用している。 

 「内水」とは、領海の基線の陸地側の水域で、沿岸国の主権が及ぶ。ただし、直線基線の

適用以前には内水とされていなかった水域を内水として取り込むこととなる場合には、すべ

ての国の船舶は、無害通航権を有する。 

 「領海」とは、領海の基線からその外側 12海里の線までの海域で、沿岸国の主権は、領海

に及ぶ。ただし、すべての国の船舶は、領海において無害通航権を有する。 

 「接続水域」とは、領海の基線からその外側 24 海里の線までの海域（領海を除く。）で、

沿岸国が、自国の領土または領海内における通関、財政、出入国管理(密輸入や密入国等)ま

たは衛生（伝染病等）に関する法令の違反の防止および処罰を行うことが認められた水域で

ある。 

 「排他的経済水域」とは、領海の基線からその外側 200 海里の線までの海域（領海を除

く。)並びにその海底およびその下である。なお、排他的経済水域においては、沿岸国に次

の権利、管轄権等が認められている。 

①天然資源の探査、開発、保存および管理等のための主権的権利 

  ②人工島、施設および構築物の設置および利用に関する管轄権 

  ③海洋の科学的調査に関する管轄権 

  ④海洋環境の保護および保全に関する管轄権 

「公海」とは、国連海洋法条約上、公海に関する規定は、いずれの国の排他的経済水域、

領海もしくは内水またはいずれの群島国の群島水域にも含まれない海洋のすべての部分に適

用される。公海はすべての国に開放され、すべての国が公海の自由(航行の自由、上空飛行

の自由、漁獲の自由、海洋の科学的調査の自由等)を享受する。 

 「大陸棚」とは、領海の基線からその外側 200 海里の線までの海域(領海を除く。)の海底

およびその下である。大陸棚は原則として領海の基線から 200 海里であるが、地質的および

地形的条件等によっては国連海洋法条約の規定に従い延長することができる。大陸棚におい

ては、大陸棚を探査しおよびその天然資源を開発するための主権的権利を行使することが認

められている。 

 「深海底」とは、深海底およびその資源は「人類共同の財産」と位置付けられ、いずれの

国も深海底またはその資源について主権または主権的権利を主張または行使することはでき

ないとされている。 
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上に記したように各用語については、一般的な場合の説明であり、その詳細については関

係法令等を参照することが必要である。 

2.沿岸漁業、沖合漁業、遠洋漁業とは 

水産庁によると、沿岸漁業、沖合漁業および遠洋漁業は大略次のように説明されている。 

 「沿岸漁業」とは、岸近くで日帰りできる範囲で操業する漁業で、家族経営で行っている

ことが多く、漁獲の対象となる魚介類の種類は季節や地域によって異なり、100 種を超える

種類が漁獲されている。漁船はエンジンのない手漕ぎのものから、通常 10トン未満の比較的

小型の漁船によって行われ、定置網漁業、刺し網漁業、小型底びき網漁業、船びき網漁業、

採貝・採藻漁業、養殖業などがある。 

「沖合漁業」とは、一般的に 2～3日で帰港することができる海域で行う漁業であり、通常

10～200 トンほどの漁船を使って、まき網漁業はイワシ、サバ、アジ等を漁獲し、底びき網

漁業はエビ、タコ、ズワイガニ等を漁獲する漁業である。 

「遠洋漁業」とは、大型漁船によって大西洋、太平洋やインド洋で行われる漁業で、1 回

の操業期間が長いのが特徴であり、まき網漁業、マグロはえ縄漁業やカツオ一本釣り漁業な

どがある。 

3.領海・内水および排他的経済水域と各種漁業操業海域との対比 

我が国の漁業は沿岸漁業、沖合漁業および遠洋漁業に区分して漁獲統計資料等が作成され

ているが、それぞれの漁業種類について沿岸からの距離を定めて操業区域を規定している実

態はない。しかし、この度の「再エネ海域利用法改正案」では、領海・内水および排他的経

済水域など、国際的な視点に立って、沿岸からの基線を基準にして記述されている。 

そこで、一般の理解を得ることも必要との考えから、領海・内水および排他的経済水域等

とそこで操業されている漁業とを模式的に対比してみると、図 1 に示すとおりである。 

 

図 1 領海・内水および排他的経済水域と漁業の操業海域との対比 

          （出典：海上保安庁ホームページ「領海等に関する用語」一部改訂） 

 

沖合漁業                         
大臣許可漁業                         

知事許可漁業           

                   

沿岸漁業                 
定置漁業権                 

区画漁業権                   

共同漁業権          
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 沿岸漁業は定置漁業権、区画漁業権および共同漁業権の免許を都道府県知事から受けて実

施される漁業で、おおむね我が国の領海および内水の範囲で行われているのに対して、沖合

漁業は農林水産大臣による大臣許可漁業、都道府県知事による知事許可漁業とがあるが、い

ずれも接続水域を含む排他的経済水域で主として操業されている。遠洋漁業は農林水産大臣

の許可を受けて、主として公海で行われているが、漁獲に当たってはマグロはえ縄漁業のよ

うに国際的な規制の下での操業が行われているものもある。 

4.沿岸域および沖合域における漁業の現況  

1)漁業生産 

令和 6（2024）年度の水産白書によると、図 2 に示すように令和 5（2023）年度における

我が国の漁業・養殖業生産量は 3,830 千トン、生産額は 1 兆 6,853 億円である。海面漁業生

産量は 3,778 千トンで、そのうち沿岸漁業は 871 千トン、沖合漁業は 1,801 千トン、遠洋漁

業は 254 千トンであり、海面漁業生産額は 9,534 億円である。しかしながら、最近我が国の

漁業生産量は減少傾向にあり、外国から魚介類の輸入量は令和 6（2024）年度は 2,016 千ト

ン、金額では 2 兆 613 億円となっており、国民の魚食志向を満足させるためには輸入に依存

しなければならないのが現状である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 漁業・養殖業の生産量の推移 

(出典：水産庁ホームページ「令和 6 年度 水産白書」) 

 

食用魚介類の 1人 1年当たりの消費量（純食料ベース）は、平成 13（2001）年度の40.2kg

をピークに減少傾向で、平成 23（2011）年度以降肉類の消費量を下回り、令和 5（2023）年

度は、21.4kg（概算値）であった。この原因としては生鮮魚介類の価格が上昇し、1 人 1 年

当たりの購入量が減少傾向を示して、消費者の経済性志向の割合が横ばい傾向になっている

一方、食の簡便化志向が高まっており、消費者の健康志向も微増傾向が継続するなど、食の

志向が変化してきていることがある。 

一方、多獲性赤身魚やクジラの脂質に多く含まれるオメガ 3 系多価不飽和脂肪酸であるド

コサヘキサエン酸（DHA）、イコサペンタエン酸（IPA）は、脳等の発達・機能維持、LDLコレ

ステロールや中性脂肪の低下等の作用があり、国民の健康志向が高まるなかで注目されてい

る。また、魚肉たんぱく質は、人間が生きていく上で必要な 9 種類の必須アミノ酸をバラン

ス良く含む良質のたんぱく質であるだけでなく、大豆たんぱく質や乳たんぱく質と比べて消

化され易く、体内に取り込まれ易いという特徴があることが知られている。この健康志向は
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諸外国にも広がり、日本食ブームは全世界の傾向となっている。 

2)食料自給率の向上 

現状では我が国で消費している魚介類の多くは輸入に依存しているが、最近「買い負け」

によって、諸外国から以前のように自由に調達できる時代は終わり、輸入への依存度を下げ

ることが必要となっている。そこで、水産庁では水産物の食料自給率の向上を目指しており、

水産基本計画（令和 4 年 3 月 25 日閣議決定）によると、令和 2（2020）年の食料自給率は食

用魚介類 57％、魚介類全体 55％、海藻類 70％である現状を、各種の水産施策を実施するこ

とによって、令和 14 年にはそれぞれ 94％、76％、72％に向上させることを目標としている。 

5.水産業・漁村の多面的機能 

水産業・漁村が持つ機能については、重要でありながら、供給される水産物の価格のなか

でそれらの費用が対価として評価されることは困難である。そこで、国民生活に重要である

水産業・漁村の機能について、国民の理解と関心を深めるため、農林水産省の諮問を受け、

日本学術会議が幅広い学術的見地から、「地球環境・人間生活にかかわる水産業及び漁村の

多面的機能の内容及び評価について」(平成 16 年 8 月)を取りまとめている。 

その内容は豊かな自然環境の形成および海の安全・安心の提供（巨大な監視ネットワーク

の形成）とに分けて、次のように記されている。 

1)藻場・干潟・サンゴ礁の保全：多様な生き物を育み沿岸域の環境を守る藻場・干潟・サ 

ンゴ礁において、漁村の人々はかけがえのない海辺の環境の保全を願い日々活動してい

る。 

2)沿岸域の美化・保全：漁村の人々の清掃や植林活動などによって、沿岸域の環境の美化

と保全が図られている。 

3)河川・湖沼の生態系保全：漁業者を中心とした地域の人々によって、内水面（河川や湖

沼）における環境と生態系が守られている。 

4)漁業活動による環境保全：漁業の営みの多くが沿岸域の環境を守り、生態系の維持に大

きく貢献している。 

5)海難救助：海難事故が発生すると、海が仕事場の漁業者は救助活動などに大きな役割を

果たしている。 

6)災害救援活動：震災・タンカー事故など、大きな災害時には物資輸送や流出油の回収な

ど多くの漁業者が活動している。 

7)海域の環境監視：赤潮・青潮やクラゲの大量発生など海の異常現象の多くは、漁業者に

よって早期に発見されている。 

8)国境の監視：貴重な水産資源の密漁監視活動をとおして、密輸や密入国の防止など国益

を守る活動に漁業者は大きく貢献している。 

このように漁業・漁村は安全・安心な食料を供給する産業として重要であるばかりでなく、

国土・災害救助等の多面的機能を有するので、洋上風力発電事業（以下、「発電事業」とい

う。）との共生を実現させなければならない。  
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Ⅱ.洋上風力発電施設建設に伴う漁業への影響 

 

1.発生するインパクトと想定される漁業影響 

洋上風力発電施設建設(以下、「発電施設建設」という。)が漁業へ与えるインパクトは工

事の進捗によって異なる。 

1)工事中のインパクトと漁業影響 

工事中は工事区域の一部が操業禁止区域として漁業操業が制限されるほか、発電施設建設

の工法と規模に応じて、杭打ちなどの基礎の設置と、海底ケーブルの敷設などが施工され、

騒音・振動や水中の濁りの発生、底質変化に加えて、輻輳する工事船舶による漁業操業への

制限なども想定される。これらの施工によって、漁場の一部が消滅する直接被害ばかりでな

く、漁場環境（水質、基礎生産力、底生魚介類の生息基盤である底質、流況など）が変化し、

間接的に水産生物の産卵場、生息場、回遊経路などへ影響することが考えられる。 

2)工事後（供用時）のインパクトと漁業影響 

発電施設建設工事の終了後に重視すべきインパクトとして、発電施設の稼働により発生す

る「騒音・振動」、「シャドーフリッカー」、「電磁波」および発電施設の存在（支持および上

部構造物や海底ケーブルなど）で生じる「占用による操業区域の制限」が挙げられる。 

「騒音・振動」、「シャドーフリッカー」および「電磁波」はその影響の多寡によって、水

産生物を忌避させるなどの漁業影響を生ずる可能性が想定される。  

支持構造物の存在による漁業への影響としては、底層の流れが変化するため、底生魚介類

の生息基盤となる海底の洗堀、漂砂が生じるなどの漁場環境が変化する可能性がある。その

他に広い海域で操業する流し網漁業やはえ縄漁業などでは物理的に操業できなくなることが

挙げられる。 

工事後における漁場環境の変化が浮遊性および底生性餌料生物の組成と量に影響する場合

には、水産生物の分布と成長に関係することが懸念されるので、間接的に漁業に影響する可

能性についても確認する必要がある。一方、海面下の支持構造物が付着生物の新たな生息基

盤となり、従来の生態系が変化する可能性もあるので、魚礁効果を発揮するという利点もあ

るが、食物連鎖構造が変化することによって、従来の水産生物の減少につながることが懸念

される。 

特に、海底ケーブルについては洋上風力発電施設から、陸上に電気を送るための施設とし

て重要であることは理解できるが、漁業への影響を考えた場合には、海底に埋設するなどの

操業に支障を及ぼさないようにする対策をとることが必須である。また、底びき網漁業の操

業においては、沈子をつけた網で海底を曳網するので、海底ケーブルは海底深く埋設しなけ

ればならない。諸外国では海底ケーブルが敷設されている場所は、操業禁止区域として指定

している例もあるので、漁業者の操業を妨げることがないように対策を講ずることが求めら

れる。海底ケーブル敷設に当たっては、事業者ごとに敷設すると操業の妨げとなるので、複

数の事業者が共同してケーブルを敷設することを検討する必要がある。 

3)施設の廃止のインパクトと漁業影響 

洋上風力発電施設の占用期間は原状回復するまでの期間を含め、最長 30年間である。洋上

風力発電施設が全撤去されるか、またはその一部が海底面上もしくは海底面下に残置される

かを問わず、施設の撤去工事に伴う漁業影響調査が必要である。撤去工事中は洋上風力発電
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施設の工事中と同様に、騒音・振動と水中の濁りの発生のほか、輻輳する工事船舶による漁

業操業の制限なども想定される。 

2.洋上風力発電事業実施区域の設定に伴い影響が想定される水産生物と漁業操業 

事業実施区域が設定され、漁場の減少に伴う影響が想定される水産生物と漁業操業につい

て、図 3 に概要を示した。 

 

 

図 3 洋上風力発電施設建設に伴い影響が想定される水産生物と漁業操業 

 

1)水産生物への影響  

発電施設建設の着工後における、調査対象海域と水産生物の関りについては、調査対象と

する種類ごとの成長段階と関係づけて整理、解析しなければならない。 

調査対象海域において生活史を完結する水産生物、地先に流入する河川を生活史の一部と

して利用する遡河性もしくは降海性魚類、さらに外洋まで大回遊する魚介類など、その関り

は多様である。 

洋上風力発電施設から陸上に電力を送電する海底ケーブルは、海底を岸沖方向に縦断し敷

設するため、魚介類の底生幼稚仔が成長に応じて移動、回遊することを妨害する可能性があ

る。 

2)漁業操業への影響 

洋上風力発電の事業実施区域における漁場形成と操業実態、水産生物の分布特性に応じ、
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操業禁止区域が設定され、漁業操業が制限される場合は、漁業者は区域外の漁場を選択する

こととなる。そのため、新たな漁場が操業禁止区域よりも遠隔の場合は漁船の燃料費が増加

し、出漁時間も長くなるなど水産経営上の問題が生ずることも考えられる。 

洋上風力発電施設が浮体式の場合は浮魚礁（パヤオ）と同じように、水産生物が蝟集する

魚礁効果を発揮することも期待されるが、時期等によって操業が許可される場合は遊漁と漁

業操業が競合する懸念もある。 

漁場形成についても、磯根資源と底生魚介類は定着性があり、漁場位置がある程度限定さ

れるが、浮魚類は移動力に富むことから、漁場が変化し易い特徴がある。そのため、操業禁

止区域における漁場形成の現状を把握し、水産生物ごとの生態を考慮して、評価対象とする

水産生物種への影響の程度を検討しなければならない。 

地先の漁業種類によっては操業禁止区域を避けて操業しなければならないため、一定距離

を曳網する底びき網漁業、船びき網漁業、一定の漁場面積が必要となるまき網漁業などは利

用できる漁場の制約を受けることとなる。  
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Ⅲ. 洋上風力発電施設建設に伴う漁業影響調査 

 

1.基本的な考え方 

地球温暖化対策の一環として、我が国は洋上風力発電施設を建設することが急務であるが、

沿岸域には漁業権漁業（区画漁業、共同漁業、定置漁業）等、沖合域には許可漁業（大臣許

可漁業、知事許可漁業）等が設定されており、漁業活動が行われているので、漁業（養殖業、

遊漁を含む。）を存続させながら発電施設建設を進めることを実現しなければならない。地

球温暖化対策を強力に推進するという政府の立場を考えると、発電施設建設と食料生産を担

う漁業とが共生できる道を模索することが必要である。 

発電施設建設に当たっては、漁業者が食料生産産業として将来も漁業活動を続け、希望を

もって生産活動に従事できるような姿が描けるようにしなければならない。そのため、事業

実施区域で行われている漁業の実態を調査し、事業者の協力を得ながら、将来の新しい漁業

の姿を求める漁業影響調査が果たすべき社会的な意義は極めて大きいと考えられる。 

領海および内水における発電施設建設に当たっては、一定の準備が整った準備区域が 8 区

域、有望な区域が 9区域、促進区域が 10区域指定されている（令和 5年 10月 3日現在）。有

望な区域になると、経済産業大臣、国土交通大臣および都道府県知事、農林水産大臣および

関係市町村長、漁業者関係者、学識経験者等により組織される協議会（以下、「法定協議会」

という。）を設置して必要な事項を協議することとされている（第 12条第 1項および第 2項）。 

一方、排他的経済水域における発電施設建設に当たっては、発電設備設置募集区域が指定

された後、事業に参加することを希望する者は事業計画等を提出して仮許可が付与され、許

可条件に適合している場合に限り、設置が許可される二段階方式が採用されている。仮許可

区域が指定されると、排他的経済水域においては、領海および内水における法定協議会の構

成員に仮許可事業者を加えて、法定協議会が組織される（第 36 条第１項および第２項）。 

再エネ海域利用法改正案では、領海および内水においては、発電施設建設を進める促進区

域への指定に当たって、「漁業に支障を及ぼさないことが見込まれること」（第 10 条第 1 項

第 5 号）、排他的経済水域においては、海洋再生エネルギー発電設備設置募集区域として指

定する際の条件の一つとして、「漁業に明白な支障が及ぶとは認められないこと」(第 32 条

第 1 項第 2 号)と規定されている。さらに、排他的経済水域においては、仮許可事業者から

海洋再生エネルギー発電設備を設置するための申請があった際の許可条件の一つとして、

「漁業に支障を及ぼすおそれがないこと」（第 38 条第 1 項第 5 号）と規定されている。ま

た、海域の占用を許可するに当たり、関係漁業者の了解を得なければならないこととされて

いる。 

漁業者の立場に立った発電施設建設に伴う漁業影響調査、漁業影響緩和策および水産振興

策等の諸施策は如何にあるべきかについて、都道府県からの情報も入手して、当協会内部で

議論を進めてきたところである。漁業は安全・安心な水産物を国民に提供する食料供給産業

として、持続的に発展させる必要があり、魚介類の食料自給率を向上させることが、食料の

安全保障上からも重要であるとの認識で一致したところである。事業者は発電施設建設に当

たって、漁業を振興するという立場を意識した漁業影響調査が必須であることを銘記しなけ

ればならない。 
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2.環境アセスメント調査と漁業影響調査の同時実施 

領海および内水においては、促進区域を指定するに当たって、「経済産業大臣および国土

交通大臣は当該区域の状況を調査しなければならない」と規定されている（第 10条第 2項）。

調査を担当する「環境大臣は海洋環境等の情報を収集するため海洋環境等調査方法書に記載

された海洋環境等調査の手法に基づき海洋環境調査等を行い、その結果を経済産業大臣およ

び国土交通大臣に通知するとともに、公表するものとする」と規定されている（第 10 条第 4

項）。 

排他的経済水域においては、経済産業大臣は発電設備設置募集区域を指定しようとすると

きは、当該区域の状況を調査することも定められている（第 32条第 2項）。また、環境大臣

は「海洋環境の状況その他の海洋環境に関する情報を収集するための調査を行い、公表する」

ことが義務付けられており(第 32条第 4項)、領海および内水における場合と同様に事前の調

査の実施が規定されている。 

発電施設建設に当たっては、領海および内水においては促進区域として指定する際に、排

他的経済水域においては発電施設設置募集区域を指定する際に、国による環境調査が実施さ

れる。 

このように発電施設建設に当たっては、漁業に支障がないことが法律上明確に規定されて

いるので、漁業影響調査も事業者が取り組まなければならない調査の一つであることから、

環境アセスメント調査と同様にセントラル方式によって実施されるのは当然であると考えら

れる。 

3.実施方針  

漁業影響調査は環境アセスメント調査と異なり、法律に基づき実施されるものではなく、

「漁業影響調査指針」(日本水産資源保護協会・全国漁場環境保全対策協議会・全国漁業協

同組合連合会 平成 17 年 3 月)に基づき実施されてきたが、当協会がこれまで実施してきた

漁業影響調査においては、漁業への影響を科学的に評価する必要があるとの要請が漁業関係

者等から寄せられたところである。そこで、沿岸域における開発行為が漁業へ与える影響に

関して、科学的に評価することを意図して、主として内湾域において実施してきた漁業影響

調査について、総論、現況調査、評価、漁業影響モニタリング調査を内容とする「漁業影響

評価指針」（2023）として取りまとめ公表した。 

漁業影響調査は、発電施設建設が開始される前に漁業、水産生物、漁場環境等への影響を

明らかにすることを目的として実施するものであり、その結果は発電事業の可否を決定する

こととなる重要な調査であることを認識して取り組まなければならない。 

発電施設建設に伴う漁業影響調査は、本来、計画段階から実施されるべきであるが、発電

施設建設の重要性と緊急性等に鑑み、建設工事と同時並行的に実施することも容認せざるを

得ない場合もある。 

なお、漁業影響調査の意義、内容等についての理解を深めるためには、漁業者、事業者を

含む関係者に対して、機会を捉えて詳細に説明することが必要である。 

 

 

脚注：セントラル方式 

事業者が決定する前に国が先行して自ら環境アセスメント調査を実施すること。 
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1)漁業影響検討委員会の設置  

漁業影響検討委員会（以下、「検討委員会」という。）は発電施設建設に伴う漁業影響につ 

いて、科学的かつ中立的に評価するために設置されるものである。委員は漁業、資源、増

殖、漁場環境、騒音・振動、海洋土木、数値シミュレーションおよび発電施設建設等を専門

とする者を委嘱するものとする。検討委員会は漁場環境の変化をとおして、水産生物の生産

にどのように影響するかを科学的に判断するため、各種調査の計画から漁業への影響を最終

的に評価するまで、すべての段階において指導・助言するものとする。 

検討委員会は漁業実態、水産生物および漁場環境等について、長期的視野に立ってその内

容を議論するとともに、その影響を精査するという役割を果たすものである。また、検討委

員会は地域における漁業生産の維持・発展を図るため、代償措置を含む漁業影響緩和策(以

下、「漁業影響緩和策」という。)について、漁業者の意見を聴取し、事業者の協力も得なが

ら、発電施設建設と漁業の共生を実現するための方策を策定することとする。 

なお、調査対象海域の漁業に精通している地元水産試験研究機関の専門家を専門員として

迎えるが、最終的な評価には加わらないものとする。 

2)漁業影響検討会議の設置  

洋上風力発電施設ごとに学識経験者等により組織された検討委員会には、漁業者代表およ

び事業者代表の出席を求めて、漁業影響検討会議（以下、「検討会議」という。）を組織する。

これは漁業影響調査の開始に当たって、漁業者および事業者との調査内容、調査実施体制等

についての事前協議調整を行うほか、漁業影響緩和策、漁業モニタリング調査等についても

議論することによって、法定協議会と協調しながら、漁業影響調査を円滑に進めるためのも

のである。 

3)再エネ海域利用法改正案との関係  

最近になって再エネ海域利用法改正案に基づき組織された法定協議会において、対象とな

る海域に係る漁業影響調査に関する考え方や調査内容について検討、取りまとめが行われる

ようになってきた。法定協議会において既に検討・取りまとめが行われている場合には、

「漁業影響評価指針」（2023）の精神を生かしながら、今回公表する「沿岸域・沖合域にお

ける洋上風力発電施設建設に伴う漁業影響調査実施要領」の内容も考慮しつつ、法定協議会

における漁業影響調査に関する取りまとめの経緯を尊重し協調することとする。なお、法定

協議会において漁業影響調査に関する取りまとめが行われていない場合には、「漁業影響評

価指針」（2023）等の考え方に基づき漁業影響調査を実施することとする。 

 漁業影響調査の調査体制等に関する基本的要件としては、対象となる海域における関係漁

業者の調査活動への参画を求めるほか、対象となる海域や水産資源の状況を把握している地

元水産試験研究機関との連携協力は必須と考えられる。 

4)法定協議会との関係  

再エネ海域利用法改正案に定める法定協議会において、漁業影響調査に関する考え方が取

りまとめられている場合には、漁業影響調査はこの方針に従って実施するものとし、漁業影

響調査を実施する過程において、検討委員会による調査に関する提言・意見等については、

検討会議をとおして、逐次法定協議会に報告して協調することとする。 

当協会は、これまで発電施設建設に伴う漁業影響調査については、「漁業影響評価指針」

（2023）や「沿岸域・沖合域における洋上風力発電施設建設に伴う漁業影響調査実施要領」
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（2023）を公表してきたが、法定協議会と検討委員会等との関係については、参考図（p33）

にその詳細を示した。 

5)実施体制等  

(1)実施機関が満たすべき要件 

漁業影響調査は、発電事業の可否を決定することとなるので、経験豊かな専門的機関であ

り、かつ、中立的機関によって実施され、その結果は漁業者が納得するものでなければなら

ないと考えられる。このことから、専門家が科学的に漁業への影響を検討したものでなけれ

ばならないと解釈される。したがって、漁業影響調査は、一定の資格要件を満たした公平・

公正な第三者機関が漁業者等の負託に応え、都道府県（水産試験研究機関等）と連携して調

査を実施しなければならない。 

現況調査はこのような第三者機関が漁業者等の負託に応えて実施することが重要であるが、

現実には事業者が調査を実施することも想定される。この場合には水産業を維持し発展させ

るとの考えに立ち、既存の漁業との共生についても考慮しながら、科学的な議論や評価に耐

えられる調査を実施することが必要である。 

①都道府県水産試験研究機関の現状 

水産試験研究機関は、かつては水産庁からの補助金による調査研究も多く実施されていた

時期もあったが、零細補助を廃止するとの全国知事会からの要請によって、これらの経費が

交付金とされた関係から、水産試験研究に要する経費の確保が難しくなっている。 

各都道府県ともに研究評価と競争的資金の積極的な導入を進めた結果として、短期的に結

論が得られる課題に集中して調査研究が実施される例も散見され、長期的視野に立った調査

研究の実施が困難となっている。 

地方公共団体の水産関係研究職員の定員は、漁獲量の減少もあって漸減傾向にあり、新た

な事態に対応する体制を築くことが困難となっているので、国等の強力な支援が必要である。 

発電施設建設に伴う漁業影響調査について、都道府県水産試験研究機関、国立研究開発法人

水産研究・教育機構等がどのように係わるかについては、全国水産試験場長会や水産庁等と

の協議が必要であると考えられる。 

②長期的、広域的に強固な実施体制の構築 

漁業影響調査および漁業影響緩和策を実施するに当たっては、都道府県（水産試験研究機

関等を含む。)、漁業者、事業者、調査実施機関等によって構成される検討会議では、検討

委員会の審議を踏まえて、その内容、実施方法等について検討することが必要である。         

発電事業の海面占用期間は 30年であり、漁業影響調査をとおして、具体的な漁業影響緩和策

の実施、さらに実効ある水産振興策を推進するためには、長期間にわたる安定した体制づく

りが重要である。 

漁業影響緩和策の効果実証調査は、都道府県が主体となって実施することが必要である。

都道府県の発案により発電施設建設を推進しているので、漁業影響調査、それに続く漁業影

響緩和策、水産振興策の検討およびその実施について、積極的に地元水産試験研究機関等が

参画することは当然と考えられる。しかし、どのように参画するかについては、個々のケー

スで調査実施機関と都道府県との間で調整することが必要である。 

漁業影響調査は上述した要件を満たした機関によって実施されるが、その際には地元水産

試験研究機関等の積極的な関与が必須である。そのためには、水産試験研究機関等の調査研
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究に要する経費および調査研究に従事する研究職員の確保を図らなければならない。また、

広域に回遊する魚類（例えば、サケ科魚類等）への影響を調査するためには、当該都道府県

のみの調査で完結するとは考えられないので、次項に示すように近隣の都道府県を含めた実

施体制の構築が必須である。例えば、サケ科魚類の移動回遊に関する調査を完全なものとす

るためには、日本海側では石川県から北海道までを含めた広域な調査体制を構築することが

必要である。 

漁業影響調査の実施機関は調査の実施に当たって、地元漁業者が所有する漁船を積極的に

傭船する等の対策を実行しなければならない。 

現状では発電施設建設が予定されている都道府県においては、発電施設建設に伴う漁業影

響調査等が都道府県水産試験研究機関の業務として位置づけられていないので、水産庁は都

道府県の行政当局に対して、辞令の交付等を含めて業務として位置づけるよう指導すること

が求められている。 

③都道府県水産試験研究機関の協力が得られなかった場合 

調査の実施体制として理想的な姿は、都道府県水産試験研究機関の参画が必須と考えられ

るが、各都道府県のおかれている立場を尊重しなければならない。都道府県水産試験研究機

関の積極的な参画が不可能な場合においては、水産試験研究機関等が収集している資料を使

用するほか、新たに漁業者等の操業実態を調査すること等によって資料を収集し、可能な限

り科学的に解析しなければならない。 

(2)経費負担の問題     

漁業影響調査は発電施設建設の計画段階で開始することが理想であるが、この段階では事

業者が選定されていないので、調査経費をいかに確保するかが大きな問題となる。例えば、

事業者が決定する前の漁業影響調査（事前調査）については、環境アセスメント調査と同様

に国等の経費によって調査を実施することも考えることが必要である。 

環境アセスメント調査では、環境省が事前に調査を実施し、そのデータを事業者に提供す

る取り組みがすでに山形県遊佐町で行われた事例（セントラル方式）もある。漁業影響調査

は「漁業影響評価指針」（2023）では 5 年間行うことが必要なことから、環境アセスメント

調査と同時に実施することによる漁業者と事業者の双方のメリットは大きいと考えられる。

このセントラル方式は漁業者の立場からみた場合、事前に漁業影響調査を行なってその影響

の多寡をある程度評価した後に、発電施設建設に着工することになるので、理想的な姿であ

ると考えられる。 

漁業影響緩和策は、漁業への影響を最小限に止めるための対策であることから、その必要

な経費は事業者の負担とする。 

漁業影響調査は事業者が実施しなければならないが、事業者の負担による調査の実施には

限界があること、海洋環境の変化は水産生物の生息に直接関係すること等の理由から、漁業

影響調査終了後についても、国や地元都道府県の負担による調査を実施することが必要であ

る。 

事業者が地元自治体や漁業者からの要望を踏まえて、漁業振興を目的として地元自治体が

設ける基金への拠出、漁業影響調査に関する地元自治体への基金の拠出並びに漁業振興基金

へ拠出した事例（千葉県銚子沖の例）もあるので、今後、この方式が定着することが望まし

いと考えられる。 
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6)再エネ海域利用法改正案の運用上の問題点とのその対応  

(1)再エネ海域利用法改正案による法定協議会への水産関係者の参画 

再エネ海域利用法改正案によって、事業ごとに設置される法定協議会の構成員については、

事業を推進する立場の者ばかりでなく、水産業を維持し発展する立場からの意見が尊重され

なければならないと考えられる。一例を挙げると事業者側は構成員として法定協議会に参画

しているが、影響を受けることが想定される水産側は漁業者が構成員とされているものの、

水産業の振興を担当する行政部門の者は法定協議会の構成員とされていない。少なくとも水

産業を振興する立場の者が事務局に参画する道を拓くことを考えるべきである。また、指

導・助言を得る専門家についても、発電事業を推進する立場と水産業を振興する立場からの

参加は必須であると考えられる。 

(2)広域協議会設置の必要性  

魚介類のうちサケ科魚類、イカ類、マグロ類等は、海域を回遊・移動しながら成長するの

で、現在のように事業ごとに法定協議会を設置したのでは、回遊性魚介類への発電施設建設

に伴う漁業影響を正確に評価することは不可能であるため、複数の法定協議会が連合して漁

業への影響等を議論する場を設けることが必要である。 

漁業は全国で展開される食料産業であることから、複数の都道府県にまたがる漁業の調整

を円滑に実施するため、水産庁では広域漁業調整委員会を設けて、我が国の周辺海域を太平

洋広域漁業調整委員会（太平洋北部・南部会）、瀬戸内海広域漁業調整委員会、日本海・九

州西広域漁業調整委員会（日本海北・日本海西部会）に区分して、漁業調整に当たっている

（図 4）。 

発電施設建設に当たっても、事業ごとの法定協議会に加えて、複数の法定協議会が連携し

て、漁業への影響等を議論する場として「広域協議会」(仮称)の設置を提案するものである。 

広域協議会(仮称)のイメージを図 5 に示した。 
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図 4 広域漁業調整委員会の海域区分 

（出典：水産庁ホームページ「広域漁業調整委員会」） 

 

 

 

 

 
図 5 広域協議会(仮称)のイメージ 

協議会
青森県沖日本海(南側)

秋田県由利本荘市沖（北側・南側）

秋田県能代市、三種町及び男鹿市沖

秋田県八峰町及び能代市沖

秋田県男鹿市、潟上市及び秋田市沖

山形県遊佐町沖

新潟県村上市及び胎内市沖

 日本海北部
 広域協議会

日本海西部会

九州西部会

太平洋北部会

太平洋南部会

太平洋広域漁業調整委員会

日本海・九州西広域漁業調整委員会 日本海北部会

瀬戸内海広域漁業調整委員会
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Ⅳ.漁業影響調査の内容 

 

1.基本的な考え方 

漁業影響評価指針（2023）によると、漁業影響調査は検討委員会を中心に進められること

とされており、現況調査の実施とその解析・考察、数値シミュレーションによる漁場環境の現

況再現と各種開発行為が実施された後の変化予測に基づいた評価、並びに評価確定後の漁業影

響モニタリング調査から構成されており、漁業影響調査の流れを図 6 に示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6 漁業影響調査の流れ 

事前調査が
必要な場合

漁業影響検討委員会の設置

調査対象海域の設定

評価対象種の想定

漁場環境の現況再現
と再現性の検証

解析・考察

検討委員会による議論・了承

現況調査の計画

現況調査

期間・項目・方法の決定

データの管理

データの一元化

データの検証

図 化

数値シミュレーション

評価対象種・項目の選定

評価の確定 漁業影響モニタリング調査

インパクトの入力漁場環境の変化を予測

評価対象種の生態学的知見および定量化手法に基づいた変化量の算出

評価対象種への影響を評価（影響は現況と予測の差）

開発事業による
インパクト
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再エネ海域利用法改正案に基づき、領海および内水における発電施設建設（主として着床

式と考えられる）に伴う漁業影響調査の概要は図 7 に、排他的経済水域における発電施設建設

（主として浮体式と考えられる）に伴う漁業影響調査の概要は図 8 に示すとおりである。 

  発電施設建設に伴う漁業影響調査の詳細な内容については、次に説明するとおりである。 

漁業影響調査は事前調査と現況調査とに区分して実施されるが、その理想的な姿としては、

国による事前調査が先行し、その後に事業者による現況調査が行われることである。 

国による事前調査は漁業実態調査に定める内容から適宜項目を選択して実施するものとし、

操業の支障にならないような海域を選定すること、成長段階の一時期を当該海域で生活する回

遊性魚介類への配慮が求められること等に注意しなければならない。これに対して事業者によ

る現況調査は漁業実態調査、水産生物生態等調査および漁場環境調査を実施して、漁業に与え

る影響について科学的に評価できるような調査を実施することが求められる。 

国による調査の開始時期については、領海および内水においては促進区域の指定に当たっ

て、当該区域の状況を国が調査する（第 10 条第 2 項）項目の一つとして、漁業影響調査の事

前調査を行うことを求めなければならないと考えている。しかし、水産側から見た最適な姿と

しては、有望な区域として選定されるに当たって、国による事前調査が実施されることである。

また、排他的経済水域においては海洋再生エネルギー発電設備設置募集区域を国が指定するに

当たって、当該区域の状況を調査する（第 32 条第 2 項）項目の一つとして、国による事前調

査を行うことを求めなければならないと考えている。 

事業者による漁業影響調査は、再エネ海域利用法改正案によって、領海および内水におけ

る発電事業については、事業者が決定した後に行われ、排他的経済水域における発電事業につ

いては、許可事業者が行うものと理解している。 

2.事前調査  

1)事前調査の考え方  

事前調査は調査対象とする水産生物と漁業種類を予め選定し、現況調査（漁業実態調査、

水産生物生態調査および漁場環境調査）の計画を立案するためのものである。 

事前調査は関係者への聞き取り調査と、関係する既往知見の収集整理から構成される。 

2)事前調査の内容  

調査対象海域における漁業操業実態等について、発電事業の計画段階前から、漁業者の積

極的な協力と参加による現場からの意見を重視しながら、自治体、水産研究機関等の公的機関

からも聞き取り整理する。また、既往知見を収集整理することによっても、水産業の現況を正

確に把握するほか、水産業・漁村の多面的機能についても資料を収集し、発電施設建設に伴い

影響を受ける可能性が考えられる漁業種類、水産生物および漁場環境を選定する。 

洋上風力発電施設が設置される海域は、底びき網漁業、船びき網漁業、その他の漁業が操

業されていること、漁業権者が地先の漁業者に限られていないことなど、海域利用の形態も複

雑であることが想定される。排他的経済水域における洋上発電施設については、国が発電施設

設置募集区域を指定するに当たり、漁船等の動きを自動船舶識別装置 (Automatic 

Identification System:AIS) のデータベースや国が所有している漁船の操業情報を利用して、

漁船が操業していない海域を事前に指定することが考えられる。しかし、調査対象海域で生活

史を完結する種類ばかりでなく、降海性および遡河性魚類を含む回遊性魚介類などが限られた

期間に調査対象海域を生息場として利用する可能性もあるため、漁場として利用頻度が低い場 
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図 7 領海・内水における洋上風力発電施設建設に伴う漁業に与える 

インパクトと漁業影響調査 
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図 8 排他的経済水域における洋上風力発電施設建設に伴う漁業に与える 

インパクトと漁業影響調査 
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合においても、すべての漁業種類を対象に綿密な情報収集が必要である。 

3.現況調査  

1)現況調査の考え方  

現況調査は漁業影響評価指針（2023）にも示したとおり、調査対象海域における漁業実態

および水産生物とその生息に係る漁場環境の特性を把握し、評価の基礎となる情報を取得する

ことを目的として実施する。 

現況調査は、主に調査対象海域における漁業の実態を把握する「漁業実態調査」、漁業実態

調査では把握することができない水産生物の生活史段階ごとの水域利用や、その餌料生物、食

害・競合生物等を把握する「水産生物生態等調査」、および水産生物に影響を与える物理環境

や水・底質環境等を把握する「漁場環境調査」から構成される。 

漁業影響の有無およびその多寡を判断するための資料として、対象海域における過去の漁

獲量との比較を試みるという考え方もあるが、漁業影響調査においては、現状との比較が重要

と考えられるので、既往の資料等は参考資料として取り扱うこととする。現在の漁業の実態を

正確に把握するためには、「漁業影響評価指針」（2023）に示されているように、漁業実態調

査、水産生物生態等調査および漁場環境調査を実施しなければ、漁業への影響を科学的に評価

できないと考えられる。 

2)現況調査の内容  

現況調査の内容について表 1 に示した。   

(1)調査対象海域 

調査対象海域は、「事業実施区域」および「周辺海域」とする。 

「事業実施区域」は、発電事業の規模に応ずる「促進区域内海域の占用の区域」（第 16 条第

2 項第 2 号）とし、ここでは洋上風力発電施設（海底ケーブルなど発電設備を含む）が建設さ

れる外縁から１km 外周で囲まれた海域とする。 

「周辺海域」は事業実施区域と連接し、同区域の海流・潮流の上流側と下流側にそれぞれ

同区域と同じ面積となるよう設定した海域とする。 

将来の問題として促進区域が隣接することも考えられるが、その場合には漁業の実態を考

慮して、調査測点等の再配置を考えなければならない。 

(2)調査対象とする漁業等 

既往知見を収集するばかりでなく、自治体、試験研究機関、漁連（漁協）などへ聞き取り

調査した結果から、調査対象海域およびその近傍で操業しているすべての漁業のほか、水産

業・漁村の多面的機能に関する情報も収集し、調査対象とする。 

(3)調査対象とする水産生物 

関係機関への聞き取り調査と既往知見を収集し、漁獲されているすべての水産生物を対象

とすることが必要と考えられるが、漁業は生態系を構成する生物のうち、食料として利用でき

るものを選択的に漁獲しているので、未利用の生物についても調査することが重要である。な

お、漁獲対象とはされていないが、調査対象海域およびその近傍を生活史の一部として利用し

ているマグロ類、サンマ、スルメイカ等の回遊性魚介類のほか、産卵のために遡上するサケ科

魚類、産卵のために降海するウナギ等降海性魚類が想定されるので、注意しなければならない。 

(4)調査測点の配置等 

漁業影響調査の実施に当たっては、調査対象海域の設定、調査範囲、調査回数、標本漁家



20 
 

抽出数等について、法律事項ではないこともあり特段の決まりはない。しかし、各種の開発行

為が沿岸・沖合漁業へ与える影響について、科学的に評価することを漁業関係者から求められ

ているので、漁場環境の変化に対して、適切かつ安全側から評価できるよう十分な範囲を想定

して、調査対象海域等を設定しなければならないと考えられる。 

調査測点としては、対象海域の漁業者の意見を聞きながら、最終的に決定することとする

が、調査対象海域に 1 ㎢当たり 1 測点を設定し調査することを原則とする。 

(5)調査期間 

漁業影響調査期間については、地球温暖化の影響により海水温が上昇傾向にあることも影

響して、漁業の対象とする魚介類の資源の変動が激しいことから、原則 5 年間を単位として実

施するものとする。 

しかし、工事開始以前に少なくとも 1 年間の漁業実態調査、水産生物生態等調査および漁場

環境調査が終了している段階にあり、かつ、検討委員会が設置されている場合にあっては、海

域における発電施設建設工事の着手を可能とすることとし、最終的な評価を確定するために必

要な各種調査は、発電施設建設工事およびその運用と同時並行的に実施するものとする。 

(6)有効期間 

地球温暖化の影響もあって、漁場環境の年ごとの変化が激しいので、現況調査は一度実施

すれば将来にわたって有効というものではなく、その有効期間は調査期間と同じとする。現況

調査の実施から工事開始までに有効期間を上回る年数が経過した場合は、「漁業影響評価指針」

（2023）に定める延伸漁業影響モニタリング調査を実施し、現況調査の評価を検証しなけれ

ばならない。 

(7)新たな技術の導入 

政府の方針として、各種資料の DX 化(Digital Transformation)が推進されていることを念

頭に、水産関係の各種調査においてもこの動きに対する準備を怠ってはならない。しかし、

ICT 化も十分に取り入れられているとは言えない水産業において、この体制を構築するために

は時間が必要であること、多額の経費を要することから、国からの補助金等の準備状況もみな

がら、将来の問題として検討しなければならない。 

4.調査項目 

1)漁業実態調査 

(1)標本船調査  

標本船調査は多様な水産生物ごとの操業実態に関する、長期的かつ連続的な基本情報とし

て極めて重要で、漁業者自らが参画する「漁業者参加型」調査である。漁船漁業（底びき網漁

業、船びき網漁業等）、定置網漁業およびその他の漁業（刺し網、かご、釣りなど）、養殖業並

びに遊漁の実態に合わせ、漁業者の積極的な協力と参加の下に、沿岸域および沖合域で操業す

る漁家を対象に標本漁家を設定する。調査は日々の操業日誌の整理のほか、買取りによる漁獲

物測定および操業時に乗船できる場合は、調査員が漁獲状況を詳細に記録する。遊漁は調査対

象種、漁場、時期別の釣獲状況と、支持構造物周辺に蝟集する魚介類について調査する。 

脚注：DX(Digital Transformation) 

DX は経済産業省によれば次のように定義されている。 

企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会の

ニーズをもとに、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、   

プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。
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標本漁家数は、漁船漁業では漁家の 1～5％以上、養殖業では養殖対象種ごとに 10 漁家以上と

し、これら以外の漁業種類については実態に応じて漁家数を抽出するが、影響が想定される海域

の情報が得られるよう配慮することが重要である。 

標本漁家調査によって得られた操業実態は、調査対象海域における漁場環境とともに、漁船

漁業の漁場形成解析、重要種、地域特産種の産卵場、生息場の実態について、GIS（地理情報

システム）により整理し可視化する。 

標本船調査と併せて、漁獲統計情報を収集し、整理することも重要である。 

(2)聞き取り調査 

標本船調査の情報不足を補うため、漁業協同組合事務所および標本漁家を訪問して、聞き取り

調査を実施する。 

(3)試験操業調査 

①底びき網漁業 

調査対象海域で操業されている底びき網漁業による漁獲実態を月 1 回調査する。調査測点は事

業実施区域に 2～5㎢当たり 1測点、周辺海域に 2～5㎢当たり 1測点ずつ配置する。 

②船びき網漁業 

調査対象海域で操業されている船びき網による漁獲実態と、計量魚群探知機による浮魚類の分

布状況を月 1回調査する。調査測点は底びき網漁業と同様の条件で配置する。 

③採貝漁業 

調査対象海域で操業されている埋在性二枚貝類の成長段階（稚貝、幼貝、成貝）ごとの分布実

態を調査する。調査対象海域と対象種により調査方法を設定するが、調査は月 1 回のほか、産卵

卵期、着底稚貝期に実施する。 

④その他の漁業 

調査対象海域で操業しているすべての漁業を対象とし、その規模は問わないものとする。 

2)水産生物生態等調査  

調査対象とする水産生物の産卵場をはじめ、成長段階に応ずる分布、出現量、回遊経路などを

調査し、水産生物ごとの実態を把握する。漁業実態調査および漁場環境調査に関する調査項目の

多くは月 1 回の調査を基本とするが、水産生物生態等調査では事業実施区域の近傍を産卵場とし

て、あるいは生息場として利用している魚介類が生息している場合には、定期的な調査に加えて

産卵期等に集中的に調査しなければならないこともある。 

(1)魚卵稚仔・二枚貝類浮遊幼生調査 

卵稚仔と幼稚仔は調査対象とする魚介類の成長段階を考慮して調査方法を設定し、分布特性に

ついて、月 1、2回程度調査する。 

二枚貝類の浮遊幼生は、調査対象種の生活史を考慮した調査方法を設定し、産卵期直後から週

複数回、1か月程度調査する。 

(2)幼稚魚、稚貝・幼貝調査 

魚介類の幼魚・幼体（有用二枚貝類を含む）は、調査対象種の生活史を考慮した調査方法を設

定し、分布特性と食性について、月 1 回程度調査する。併せて餌料環境に関する調査も実施する。 

(3)成魚・成貝調査 

水産生物の成魚・成貝については、調査対象種の行動特性に応ずる調査方法を設定し、分布特

性と食性について、漁業実態調査結果を併用しながら、月 1 回程度調査する。併せて餌料環境に
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関する調査も実施する。 

(4)産卵親魚・産卵場調査 

親魚・成貝の産卵時期、産卵場については、調査対象種の産卵期に応ずる調査方法を設定し、

試験操業するほか、漁業者への聞き取りと市場でのサンプリング調査によって、関連情報を充実

する。 

調査対象海域を利用する回遊性魚介類（遡河性・降海性魚類）の移動経路について工事前に確

認するため、バイオテレメトリーもしくはバイオロギング手法による調査を実施する。 

(5)その他    

調査対象海域に生息するすべての魚介類について、その動向を明らかにすることが必要な場合

には、環境 DNAの分析調査が有効である。 

3)漁場環境調査  

漁場環境調査は、定期調査、連続調査および境界域調査から構成され、調査対象海域の海域特

性を把握するための情報として利用される。 

(1)定期調査 

①物理環境 

シャドーフリッカー、電磁場、騒音・振動等については、既往知見も活用しながら、対象事業

の実態に応じて調査するほか、室内実験を実施して科学的な資料を入手する必要がある。 

②水質環境 

②-1鉛直分布 

多項目水質計による水温、塩分、溶存酸素量（DO）、濁度、クロロフィル、水中光量の鉛直分

布観測を月 1 回実施する。調査対象生物として重視すべき生活史（産卵期、幼生（体）期など）

を考慮して調査時期、頻度を設定する。調査測点は事業実施区域に 1 ㎢当たり 1 測点を配置する

ほか、周辺海域についても同様に調査測点を配置する。 

③底質環境 

③-1生息基盤 

生態系を考慮して、底生動物、付着生物、粒度組成、有機物、全硫化物等を年 4 回、調査する。

調査測点は事業実施区域に 1 ㎢当たり 1 測点とする。周辺海域のケーブル敷設予定ルートについ

ては、生態系を考慮して適宜測点を配置する。 

③-2海底地形 

調査対象海域の水深と基盤性状を調査する。既往知見が利用できない場合は現状を把握するた

め、深浅測量を建設工事前に 1 回実施する。特に、海底ケーブルを敷設した海域の近傍について

は、AUV（Autonomous Underwater Vehicle：自律型無人潜水機）による詳細な調査を実施するこ

とが必要である。 

(2)連続調査 

①物理環境 

水温、塩分、流況および騒音・振動を事業実施区域 2 測点、周辺海域 4 測点において、年 4 回

連続観測する。 

(3)境界域調査                        

①水質環境 

調査対象海域に流入する主要河川および中小河川が存在する場合、近傍に湾・灘が隣接する場 
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表 1 現況調査の内容一覧 

 

調査項目

1. 漁業実態調査 (1) 漁船漁業 漁船漁業（底びき網漁業、船びき網漁業など）の操業日誌、聞き取り、漁獲物買取りによる外部形
態測定、成熟度

(2) 定置網漁業 定置網の操業日誌、聞き取り、漁獲物買取りによる外部形態測定、成熟度（漁獲実態調査は実
施しない）

(3) その他の漁業 その他の漁業（刺し網、かご、釣りなど）の操業日誌、聞き取り

(4) 養殖業 養殖業（魚介類）の操業日誌、聞き取り

(5) 遊漁
周辺海域における遊漁による漁場、時期別の釣獲状況
蝟集する魚類への遊漁として利用（漁業操業との競合）

(6) 漁場形成解析 標本漁家調査データ、漁場環境データのほか、漁船漁業の漁場をＧＩＳ化
調査対象海域における重要種、地域特産種の産卵場、成育場および漁場の整理

(7) 漁獲統計情報
漁獲統計情報の収集と整理

3) 試験操業調査 (1) 底びき網漁業 底生魚介類の種同定、採捕量（個体数、湿重量）測定
主要漁獲対象種は外部形態測定
水質鉛直分布

(2) 船びき網漁業 浮魚類の種同定、採捕量（個体数、湿重量）測定
主要漁獲対象種は外部形態測定、計量魚探（広域分布状況、分布密度）
水質鉛直分布

(3) 採貝漁業

埋在性二枚貝類の成長段階ごとの湿重量、殻長組成、成長量

(4) その他の漁業 調査対象海域で操業しているすべての漁業を対象（規模は問わない）

2. 水産生物生態等調査 (1) 浮遊幼生 二枚貝類の浮遊幼生

(2) 卵稚仔 魚介類の卵および稚仔

(1) 幼稚魚、稚貝・幼貝 魚介類の幼稚魚、幼貝の種組成、外部形態測定
（調査対象海域と調査対象種により調査項目と方法を設定）

(2) 食性・餌料環境
基礎生産力（植物プランクトン、クロロフィルa（サイズ分画）、フェオフィチン、栄養塩）、動物プラン
クトン、小型甲殻類

3) 成魚・成貝調査 (1) 成魚、成貝 成魚、成貝の分布
（調査対象海域と調査対象種により調査項目と方法を設定）

(2) 食性・餌料環境

底生性餌料（底生動物）、底質（生息基盤）
浮遊性餌料、水質（栄養塩等）

4) 産卵親魚・産卵場調査 (1) 産卵期の親魚、成貝 回遊性魚介類（遡河性・降海性魚類）の移動経路追
親魚・成貝の産卵時期、産卵場
（調査対象海域と調査対象種により調査項目と方法を設定）

5) その他 (1) 生物相 水産生物を含む水生生物の生息確認

3. 漁場環境調査 1) 定期調査 (1) 物理環境
シャドーフリッカ―

電磁場

(2) 水質環境

鉛直分布：水温、塩分、ＤＯ、濁度、クロロフィル、水中光量

(3) 底質環境

生物：底生生物、付着生物
生息基盤：粒度組成、有機物、全硫化物等

海底地形：水深、基盤性状

2) 連続調査 (1) 物理環境
水温、塩分、流況（流向・流速）

騒音・振動

3) 境界域調査 (1) 水質環境

鉛直分布：水温、塩分、ＤＯ、濁度、クロロフィル、水中光量

陸域からの負荷量：水温、塩分、濁度、栄養塩、ＳＳ、流量

基礎生産：植物プランクトン、動物プランクトン、クロロフィルa（サイズ分画）、フェオフィチン、小型
甲殻類、栄養塩

(2)広域観測情報の
　  収集整理 沿岸域から排他的経済水域までの広域な環境（流況、水温、塩分等）、衛星リモートセンシング

4.実験等による評価のための資料取得 騒音・振動等に対する生理・生態学的実験

調査名

1) 標本船調査
2) 聞き取り調査

1) 魚卵稚仔・二枚貝類調査

2) 幼稚魚、稚貝・幼貝調査
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時期・頻度 調査位置・数量 調査方法の概要

通年 底びき網、桁網（貝桁網）、船びき網など対象とする漁家の1～5％以上

通年 定置網の実態に応ずる漁家数（統数）

通年 （その他の漁業の実態に応ずる漁家数）

養殖期間（生活史を考慮） 養殖対象種ごとに10漁家以上 月1回配布・回収する調査票（日誌等）と聞き取りにより、養殖工程ごとの実態を調査

－ （遊漁の実態に応ずる漁家数）
漁業者（遊漁専業もしくは兼業）からの聞き取り
（施設建設後は魚介類の蝟集状況を刺し網、ROV、水中カメラ、ダイバーによる目視観察にて調
査）

－ － 漁船漁業の標本船にGPSを搭載し運行記録から漁場位置をGIS化

－ －
漁獲量の長期的な変動を確認し、標本船調査が経年的な変動において、どのような状況下で実
施されたかを把握する

月1回
事業実施区域：1測点/2～5㎢もしくは建設海域内3測点以上
周辺海域：主要な漁場を含め、事業実施区域外に事業実施区域と同
数の測点を配置

底びき網を曳網
測器による水質鉛直観測

月1回
事業実施区域：1測点/2～5㎢もしくは建設海域内3測点以上
周辺海域：主要な漁場を含め、事業実施区域外に事業実施区域と同
数の測点を配置

船びき網を曳網
計量魚探により漁獲実態調査時における浮魚類の分布状況を把握
海面下から海底上までの鉛直分布を測器観測

月1回のほか、調査対象種が影
響を受け易い産卵期、着底稚貝
期に実施

（調査対象海域と調査対象種により設定）
稚貝は採泥器による採泥もしくはコア採泥
幼貝から成貝も同様に採泥もしくは枠取り
成貝は貝桁網も曳網

(実態に応じ設定） (実態に応じ設定） その他の漁業の漁法

月1回（生活史を考慮） （調査対象海域と調査対象種により設定） 表層と中層の2層からポンプによって採水し、船上でネット濾過

月1回（生活史を考慮） （調査対象海域と調査対象種により設定） 表層と中層でネットを曳網

月1回（生活史を考慮） （調査対象海域と調査対象種により設定） ソリネットを曳網

月1回（生活史を考慮）
事業実施区域：1測点/㎢
周辺海域：海流・潮流の上流側と下流側に各3測点（以上）を1測点/㎢
となるよう、事業実施区域と同数の測点を配置

プランクトン、クロロフィル・フェオフィチン、栄養塩は3層（表層、中層、底層）/測点から採水
動物プランクトンは3層から鉛直曳、小型甲殻類はアミ類などを対象としネット曳

月1回（生活史を考慮） （調査対象海域と調査対象種により設定） 漁業実態調査結果の併用

月1回（生活史を考慮）

事業実施区域：1測点/㎢
周辺海域の測点：海流・潮流の上流側と下流側に各3測点（以上）を1
測点/㎢となるよう、ケーブル敷設予定海域を含め、事業実施区域と同
数の測点を配置

底生動物は採泥器により底泥を採取し、1mm目のふるい上に残った生物を分析
浮遊性餌料、水質は 「幼稚魚、稚貝・幼貝」に準ずる

（生活史を考慮） （調査対象海域と調査対象種により設定）
調査対象種を選定し、一定期間行動を追跡し記録
バイオテレメトリーもしくはバイオロギング手法
漁業者への聞き取り、市場でのサンプリング調査

月1回（生活史を考慮） (実態に応じ設定） 最新の遺伝子解析技術（環境DNAの網羅的分析、種特異的分析）

(実態に応じ設定） 事業実施区域：施設直下および周辺海域
発電施設設置後から実施
既往知見の収集整理

(実態に応じ設定） (実態に応じ設定） 既往知見の収集整理

月1回のほか、調査対象種が影
響を受け易い産卵期、幼生（体）
期などに追加

事業実施区域の測点：1測点/㎢周辺海域：海流・潮流の上流側と下流
側に各3測点（以上）を1測点/㎢となるよう、事業実施区域と同数の測
点を配置

海面下から海底上までの鉛直分布を測器観測

年4回

事業実施区域：1測点/㎢
周辺海域：海流・潮流の上流側と下流側に各3測点（以上）を1測点/㎢
となるよう、事業実施区域と同数の測点を配置
周辺海域のケーブル敷設予定ルートについては、生態系を考慮して適
宜測点を配置

採泥器により底泥を採泥し表層泥を採取

（深浅測量を実施する場合：工事
前1回、工事後1回/2年）

調査対象海域
既往知見の収集整理
必要に応じ深浅測量、AUVの活用

年4回
各30日間連続

事業実施区域：2測点
周辺海域：4測点（海流・潮流の上流側と下流側各2測点）

表層と底層に電磁流速計、水温塩分計を設置

年4回
各30日間連続

事業実施区域：2測点
周辺海域：4測点（海流・潮流の上流側と下流側各2測点）

水中音計(表層、中層)、水中振動計（海底）による連続観測

月1回のほか、調査対象種が影
響を受け易い産卵期、幼生（体）
期などに追加

数値シミュレーションの境界域に配置 海面下から海底上までの鉛直分布を測器観測

月1回 主要および中小河川、湾・灘、事業所等排水域に配置
河川等については、表層水を採水して分析、また横断方向に等分し、水深と流速を測定し流量算
出
湾・灘の情報については既往知見等を踏まえて調査測点を設定

月1回 数値シミュレーションの境界域に配置
プランクトン、クロロフィル・フェオフィチン、栄養塩は3層（表層、中層、底層）/測点から採水
動物プランクトンは3層から鉛直曳、小型甲殻類はアミ類などを対象としネット曳

－ －
流況、水温、塩分等に関する情報を収集整理
衛星リモートセンシングの活用

－ － 室内実験等

月1回配布、回収する調査票（日誌等）と聞き取りにより、操業場所、操業時間、漁獲量等を調査
重要種、地域特産種を選定し、各種上限20尾を買取りし、外部形態および成熟度を測定
操業時に乗船できる場合は調査員が詳細に漁獲状況を記録
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合、その他事業所等からの排水が認められる場合については、多項目水質計による調査、水質

（水温、塩分、濁度、栄養塩、浮遊物質量（SS））、流量および基礎生産に関する調査を月 1 回実

施する。 

②広域観測情報の収集整理 

調査対象海域は領海および内水から排他的経済水域までの広域に及ぶので、調査情報が不足す

る場合もある。国、地方自治体、試験研究機関により公開されている観測情報（気象、海象、河

川流量、水質、底質等）の収集整理とともに、必要に応じて海洋予測情報を購入する必要がある。 

また、工事前の現況調査および後述する工事中・工事後の長期的な漁業影響モニタリング調査

において、海表面における水温や懸濁物質、クロロフィル a 濃度を調査する場合には、広範囲に

データを取得することができる衛星リモートセンシングを活用することが有効である。 

4)実験等による評価のための資料取得 

 我が国では洋上風力発電事業の経験が浅く、漁業への影響を評価する上で、その判断基準が明

らかにされていない場合がある。「漁業影響評価指針 第Ⅱ章 現況調査（p10）」（2023）に示した

とおり、漁業の対象となる生物種ごとに、騒音・振動等の影響に関する既往知見が乏しいことか

ら、生理・生態学的実験を実施することが必要である。 

5.洋上風力発電施設建設に伴う漁業影響緩和策 

漁業影響調査指針(2005)によると、米国の国家環境政策法(NEPA：National Environmental 

Policy Act)施行規則による保全措置の優先順位をもとに策定した漁場環境に対する保全措置が

次のように示されている。 

 「回避」：開発行為の全部を実施しないことによって、その影響を回避すること。 

 「最小化」：開発行為およびその履行の程度あるいは規模を制限することによって、その影響

を緩和すること。 

 「軽減」：開発行為が続く間、保護および維持活動によって、その影響を緩和すること。 

例：汚濁防止膜の設置、監視活動等 

 「修正」：想定される影響に対して環境を修復、創生することによって、その影響を緩和する

こと。 

例：緩傾斜石積護岸、作澪、導流堤等 

「代償」：代わりとなる対策によって影響の埋め合わせをすること。 

    例：藻場、干潟造成等 

沿岸域および沖合域における各種の開発行為においては、水産業を維持し発展させるという立

場からみると、第一義的には開発行為の回避を求めることが必要であるが、発電事業の場合には

温室効果ガスの削減という国際的な取り組みの一環であることを考えると、これを回避すること

は不可能である。次に、考えられる最小化、軽減、修正についても、事業者に求めることは現実

的ではないと考えられる。このように、発電施設建設に伴う漁業影響緩和策は見当たらないので、

現状では代償措置を考えることが必要である。 

しかしながら、沿岸域における発電施設建設に伴う代償措置として、日本海沿岸の各道府県に

おいては、陸上に養殖施設を建設することが考えられる。これを実現することによって、漁業者

が冬季間風浪の影響から出漁日数が限られる現状から、周年魚介類との触れ合う機会も確保され、

新しい形の漁業の創設にもつながると考えられる。さらに、発電施設建設によって静穏域が生じ

るので、海面における養殖事業も検討対象になると考えている。 
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発電施設建設に当たって、代償措置として考えられるものは、浅場における藻場造成などを実

施することによって、漁場環境を維持しながら、幼稚仔の保育場を確保することにもつなげるこ

とを考える必要がある。 

また、漁場環境改善策の一環として、電力を利用した沿岸域における海水交換の助長方策の検

討、貧酸素水塊抑制策を検討し実施することなどが考えられる。このほか、洋上風力発電施設の

随所に漁場環境の自動観測記録装置を配置して、そこから得られるリアルタイムデータを漁業活

動等に利用することも考えられ、スマート水産業を実現するための有力な情報源となると考えて

いる。 

 いずれにしても法定協議会等の場において、漁業者と事業者が地域の水産業を発展させる立場

から、積極的な意見交換を行い、双方の信頼関係を構築することが重要であり、代償措置に要す

る経費の事業者による負担や都道府県が実施する水産業振興策との連携を保ちつつ実施すること

にも留意しなければならない。 

 発電施設建設に当たって、盛漁期、産卵期、回遊時期等には、できる限り工事の時期や範囲を

考慮する等の配慮を求めることが考えられる。また、沿岸域に加えて沖合域に浮体式発電施設が

建設されることになると、海底ケーブルの敷設が各海域で実施されることとなるので、操業への

支障となることが懸念される。そのため沖合域から沿岸域に向けて、幹線海底ケーブルを敷設し、

これに各発電施設を支線で結ぶなどの努力が求められる。また、浮体式発電施設において発電さ

れた電力を、海底ケーブルに依存せずに送電する方法の開発が期待される。 
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Ⅴ. 評 価  

 

「漁業影響評価指針」（2023）では伊勢・三河湾などの内湾域における漁業への影響と評価に

ついて、「漁場環境の現況と予測された変化のそれぞれに対し、定量的手法を用いて評価対象種

の漁獲量もしくは生活史段階ごとに生物量を算出し、その差を影響と考え評価してきた。」こと

を明記している。 

「漁業影響評価指針」（2023）は内湾域における各種開発行為のインパクトに伴う漁場環境の

変化を定量的に予測するツ－ルの一つとして、数値シミュレーションを用いている。数値シミュ

レーションで予測された漁場環境の変化に対する評価対象種の漁獲量や生物量の増減を見積もる

ためには、評価対象種ごとの生態学的知見の収集および最適な定量化手法による検討が必要とな

る。数値シミュレーションを利用した内湾域の各種開発行為による漁業影響評価については、

「漁業影響評価指針」（2023）に詳述されているので、詳しくは「漁業影響評価指針 第Ⅲ章 評

価（p11～17）」を参照されたい。 

発電施設建設に伴う漁業へ与えるインパクトは工事の進捗により異なり、「Ⅱ.1.発生するイン

パクトと想定される漁業影響」（p5）に記したとおりである。発電施設建設に固有のインパクト

として、騒音・振動、シャドーフリッカー、電磁波、海底ケーブルの存在、海面占用による操業

区域の制限などが挙げられる。 

発電施設建設に伴う漁業影響調査においても、「漁業影響評価指針」（2023）で示されたように、

原則としてこれらインパクトに伴う漁場環境の変化を数値シミュレーションで予測することを前

提とするが、それが難しい場合には既往知見も活用しながら、評価対象種ごとに評価すべき項目

を選定しなければならない。また、漁業影響を評価するに当たっては、水産業・漁村の多面的機

能について配慮しなければならない。 

発電施設建設に伴う漁業影響の評価項目・方法等の詳細については、「漁業影響評価指針」

（2023）に基づいて検討することを基本とするが、工事前の現況調査によって得られた結果をも

とにその影響する範囲を特定し、評価対象種への影響を精査しながら、漁業への影響について可

能な限り定量的に解析し、検討委員会において科学的に議論され、評価される。 

 

 

 

 

 

 

  



28 
 

Ⅵ. 漁業影響モニタリング調査 

 

1.漁業影響モニタリング調査の基本  

1)調査対象海域 

調査対象海域は現況調査で設定した範囲を基本とする。 

2)調査対象とする漁業および水産生物 

対象とする漁業および水産生物は、現況調査に基づく評価を踏まえて設定するほか、水産業・

漁村の多面的機能についても配慮する必要がある。 

3)調査測点の配置 

調査測点は、現況調査で設定した配置を前提とするが、現況調査において、検討委員会で追加

の必要性や削減が可能と判断された場合は、それを踏まえて再度、検討する。 

4)調査期間 

工事中には騒音・振動等による魚介類への影響が心配されることから、「工事中漁業影響モニ

タリング調査」は、発電施設建設の工事開始時から施設の供用が開始されるまでの間、実施する。 

沿岸域・沖合域における発電施設建設に伴う漁業影響調査は、我が国では先行事例が少なく経

験も乏しいことから、想定外の事象の発生も危惧されるため、「工事後漁業影響モニタリング調

査」は、供用開始から終了、施設を撤去するまでの期間をとおして実施しなければならない。 

2.漁業影響モニタリング調査の構成  

漁業影響モニタリング調査は、発電施設建設の進行に応じて以下のとおり構成する。 

1)工事中漁業影響モニタリング調査 

工事中漁業影響モニタリング調査では、発電施設建設に伴う建設工事が騒音・振動の発生、濁

水や浮泥の漁場への拡散、海底ケーブルの敷設による操業の障害等を伴う可能性がある場合、そ

れらの漁業への影響およびその対応策を検討するものである。そのため、工事内容に応じたモニ

タリング計画の作成が必要であり、工法や期間等の工事内容の早期提示が求められる。 

2)工事後漁業影響モニタリング調査 

工事後漁業影響モニタリング調査では、現況調査の結果から確定した評価の妥当性を確認・検

証し、事業者および漁業者に提示しなければならない。そのため、評価の基礎となった現況調査

の内容を踏まえ、海底ケーブルを敷設した海域を含め漁業影響モニタリング調査の実施が求めら

れる。また、事前の評価は工事後の気候変動、漁業形態の変化による不確実性を伴うため、評価

と大きく異なる結果が得られた場合には、その原因を検討する必要がある。 

3.調査項目  

調査項目は、現況調査における項目および方法を前提とするが、検討委員会での議論を踏まえ

て検討する必要がある。また、漁業影響モニタリング調査は長期間に及ぶことが想定されるため、

観測技術の進展等により、より高い精度での調査が可能になった場合などは、新たな技術を積極

的に取り入れる必要がある。 
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Ⅶ.水産業の振興による新しい漁業の創設 

 

1.水産業の振興  

1)水産振興策とは  

漁業影響緩和策と水産振興策は、漁業者の持続的な漁業活動と安定した生活のための対策であ

るが、最上位目標は国民の生活の基盤となる「魚介類の食料自給率の向上」である。 

水産振興策は水産業を維持・発展させるために、都道府県が経費を負担し、長期的な視点から

取り組む対策であり、本来は漁業影響緩和策とは区別されるものである。 

発電施設建設に伴う対策として、例えば養殖施設の建設を事業者が代償措置の一環として負担

し、その後都道府県が水産振興策一つとして養殖事業を取り上げ、継続的に支援・運営するなど、

漁業影響緩和策と水産振興策の二つの対策が連携することも重要である。 

水産振興策の策定に当たっては、漁業を地域の基幹産業として位置づけるとともに、地域の社

会資本整備の一環として、漁業後継者の育成も考慮しながら、漁業が必要不可欠な魅力のある産

業である点を強調するものでなければならない。 

2)水産振興策の内容  

(1)増養殖業に関する事項 

例えば、日本海側では暖海性魚類（ブリ・イナダのほかサワラも増加）、回遊性魚介類（スル

メイカ、ブリ・イナダ、サケ・マス、サワラ、マグロ類、アジ、イワシなど）のほか、多様な底

生魚介類（イワガキ、ベニズワイガニ、ホッコクアカエビなど）が漁獲されているので、新たな

増養殖業の対象種を検討する。 

海面の漁業者からの要望として、イワガキ増殖場造成、特定魚種の魚礁造成（高価格のキジハ

タなど）が挙げられている。内水面漁業者からのサケ・マス類等の遡河性魚類への影響が懸念さ

れるとの意見もあるので、適切な対応が求められている。 

海岸線の地形と冬季の厳しい海象条件から、増養殖業が盛んでない日本海北部海域の道県に対

して、これからの漁業のなかで養殖業なしに将来像を語ることはできないと考えられるので、丁

寧に必要性と可能性を説明する。 

新しい漁業として増養殖業を推奨するに当たっては、地元の資源を重視しながら、その対象と

なる魚介類を種類ごとに提案することが、漁業者の理解を得るための必要条件と考えられる。 

日本海の冬季の荒天を考えると、海上に生簀等の養殖施設を設置することは不可能なので、陸

上と海底の利用、夏季の静穏時期の作業の効率化等を重視して、設置場所を検討することが必要

である。冬季の海象条件から日本海側は 1 年当たり 100 日間程度に出漁日数が制限されるので、

荒天時には漁業と増養殖業を組み合せた漁家経営を推進することへの漁業者の理解を得る努力が

求められている。現地の海面利用実態を調査し、実態に即した対策でなければならない。 

増養殖業に適する魚介類について検討する必要がある。魚類養殖業を新たに開始するに当たっ

ては、種苗の選定と入手先の確保、飼育を担当する者の教育・実習ばかりでなく、飼料や魚病を

予防するための水産用医薬品の開発等養殖用資機材の充実を進めなければならないが、それには

かなりの時間を要すること、国の強力な支援が必要なことから、早期に準備に取り掛からなけれ

ばならない。 

①魚類養殖 

種苗生産が行われているクロソイ、ヒラメ、マダイなどのうち、陸上における閉鎖循環式養殖
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池によるクロソイ、ヒラメなどの養殖、流水式養殖池におけるサケ科魚類養殖の先行事例がある

が、基本的な考え方として、養殖に用いる種苗等は、遺伝子攪乱を防止する意味からも地元産の

ものを優先することとする。 

①-1サケ科魚類  

サクラマスは安定的に種苗を確保できることが重要であるが、例えば、長野県の養殖業者は 30

～40gで海水への馴致が可能となる種卵を生産しているので、陸上における池中養殖(閉鎖循環式

を含む。)用の種苗として検討することも考えられる。 

トラウトサーモン養殖については、青森県等の先行事例を参考としながら、今後検討すること

が必要であるが、種卵と飼料を輸入に頼らざるを得ないことが問題である。 

①-2トラフグ  

現在、暖海性のトラフグの漁獲量が増加し、円滑な流通と販売が課題となっている。 

陸上における閉鎖循環式養殖の事例があり、地域の特性を生かした地熱利用を含めた新たな陸上

養殖を検討することが望ましい。 

②貝類養殖 

②-1イワガキ 

発電施設建設に伴う漁業影響緩和策として、現行の増殖礁（魚礁）事業を拡大する方向を考え

るが、当面は風車の支柱の洗堀防止工の利用が考えられる。 

マガキは 8 月末になると放卵し、軟体部が透明化してミズガキとなるが、イワガキの放卵は 9

月末となるので、夏ガキとしての価値は良好であり、マガキとは消費時期が競合しないというメ

リットがある。 

養殖は太平洋側では垂下式で実施されているが、日本海側では海面養殖できる海域は限られて

いる。日本海北部海域の道県でも養殖することは可能であるが、着生基盤を増やすだけでなく、

栄養塩の供給対策を実施し、基礎生産力を高めることによって、餌料環境を向上させることを検

討することも必要である。 

②-2アワビ類 

現在エゾアワビ養殖を継続している事業体では、殻長 3～4 ㎝前後まで育成して出荷し始めて

おり、殻長 5～6cm の段階までを 2 か年で育成することにより、採算性を維持している事例もあ

る。 

②-3サザエ 

サザエについて種苗放流ばかりでなく、陸上施設に蓄養し、品薄となる端境期に出荷すること

も検討する。 

③藻類養殖 

③-1 ワカメ  

1 年間で製品として出荷できることから、新たな養殖適地を選定することを含め、今後検討す

る必要がある。 

③-2アカモク 

機能性食品とされるアカモクは、松島湾等では垂下養殖しているので、養殖そのものは可能で

あるが、着生基盤を確保するための水中研磨機器などによる掃除も検討する。 
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④その他の対象種 

④-1マナマコ 

例えば、日本海側では底層における餌料環境が必ずしも適しているとは言えないが、検討に値

するものである。 

⑤関連対策 

⑤-1藻場造成 

幼稚仔の生息場として重要なので、新たな藻場造成の適地選定も必要である。 

⑤-2基礎生産力の向上 

沿岸域における漁業生産力を向上させるためには、基礎生産力の増強が必須である。そのため、

全漁連が推奨している「豊かな海」を実現する観点から、内湾等で実施されている広域下水道に

よる栄養塩の能動的運転管理等を検討する必要があるが、イワガキなど生食として利用する水産

物に対する風評被害を防止する配慮も必要である。 

(2)資源管理に関する事項    

発電施設建設海域より沖合域で漁場形成されている魚介類のうち、発電施設建設による影響が

明らかな種、養殖できない種、地元の重要な種等についてはそれらの資源管理を検討する。 

日本海側も温暖化の影響を受けて、水温が上昇していることから、海域によってはこれまでほ

とんど漁獲されたことがない魚類(サワラ、ワニエソ、タチウオ、キダイなど)が水揚げされてい

るので、魚種交代の状況もみながら利用加工法を検討する必要がある。 

下記の水産生物種ごとの資源管理の現状について確認し、対策を検討する。 

①魚類 

①-1 ハタハタ 

日本海側の沿岸域における重要魚種であるハタハタをはじめ、地元の魚介類の研究成果につい

て、地元の専門家（水産試験研究機関等）へヒアリングし、生態情報等を収集する必要がある。 

魚礁を造成した結果、重要種であるハタハタの稚魚を食害するメバルなどの魚食性魚類が増加

することが懸念されるので、魚礁の設置に当たっては、稚魚の分布状況を考慮して、漁業者、専

門家等からの意見を尊重することが重要である。 

長期的な視点から、地元の重要魚種であるハタハタ養殖の可能性についても検討すべき課題と

して考える必要がある。 

②貝類 

②-1 エゾアワビ 

アワビ資源は全国的に極めて減少しており、種苗放流による資源管理が行われているが、その

効果が明らかにされていないのが現状である。 

③甲殻類 

③-1 ベニズワイガニ 

資源の管理を徹底する。 

③-2 ズワイガニなど 

資源の管理を徹底する。 

2.儲かる漁業 

漁業者は漁獲物を市場に届けることを漁業と考えているが、これからは付加価値をつけるため

一次加工処理等を施し、高く売る努力を自ら行うことが重要である。一方、地元でなくては入手
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できない食材については、漁業者は独自の流通網を駆使して、収入増につなげる努力が求められ

ている。今後は、漁業者の収入が増える直販などの各種対策も考え、流通業者だけが儲かる仕組

みを改める必要である。 

今後、水揚量が少ない地元特産の未利用魚の直販、一次加工して家庭で利用し易い形態の商品

開発・販売対策は、漁家収入増大の方策として有効と考えられる。 

地産地消（地元に行けば食べられる）を進めるため、道の駅などで水産物を販売し、地元に観

光客を呼び込む体制づくりを進めることも重要である。 

 また、これからの水産業は、ICT、IoT等の先端技術を活用することによって、水産資源の持続

的利用と水産業の持続的発展を両立させることが求められている。水産業を成長産業に変えるた

めには、漁業の基礎である水産資源の維持・回復に加え、近年技術革新が著しい ICT・IoT・AI

等の情報技術やドローン・ロボット等の技術を漁業・養殖業の現場へ導入して、これを普及させ

ることが重要である。 

これらの分野では、民間企業等で様々な技術開発や取組みが進められているので、その成果を

実証して多くの漁業者が容易に利用できるようにすることが重要である。例えば、漁船漁業の分

野では、従来、経験や勘に基づき行われてきた沿岸漁業の漁場の探索を支援するため、ICT を活

用して、水温や塩分、潮流等の漁場環境を予測し、漁業者のスマートフォンに表示するための実

証実験が行われている。沖合・遠洋漁業では、人工衛星の海水温等のデータと漁獲データを AI

で分析し、漁場形成予測を行うなどの取組みが行われているほか、かつお一本釣り漁船への自動

釣機導入に向けた実証等が進められている。新技術の導入が進むことによって、データに基づく

効率的な漁業や、省人・省力化による収益性の高い漁業の実現が期待される。 

このような最先端の技術を漁業に導入することによって、労働時間の短縮、若者に受け入れら

れる漁業を実現して、後継者対策に結び付け、新しい形の水産業を目指すことが必要である。 

3.後継者対策 

漁業者は後継者対策として、市場と連携しながら輪番制を含めた週休二日制を導入し、労働環

境の整備を進めなければならない。 

また、地元の水産資源の持続的利用と、水産業を産業として成長することを両立させるために

は、ICT や IoT の導入による作業の省力化を図ることによって、従来の漁業に対する負のイメー

ジを転換し、若手労働力の確保を促すことが必要である。 

さらに、漁業や水産加工業に意欲のある移住者を募る活動も必要であるほか、漁村の高齢化に

よる過疎化への対策を検討することも必要である。 

4.農林水産業を核とする地元振興策 

安全・安心、地元の美味しい水産物の安定供給を考え、地元の食材の付加価値を高めながら、

県内の温泉地などの観光産業等と連携した地場産業の新たな振興を検討することも必要である。

また、漁村は地域の重要な単位となっているので、水産業に止まることなく農林水産業を一体と

した地元振興策の策定が望まれるところである。 

5.漁業の将来の姿 

 発電施設建設は、地域の漁業に対する影響は避けられない。しかし、特段の漁業影響緩和策は

見当たらないので、その代償措置の実施が求められることになる。その場合には事業者が実施す

る代償措置と都道府県が実施する水産振興策との協調を図りながら、地域に根差した新しい形の

漁業を創設することによって、発電事業との共生を目指すことが必要である。 
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一般社団法人全国水産技術協会について 

 

漁業影響調査等の実績 

当協会は国・都道府県等の試験研究機関等において、研究・開発業務等に従事した者が、在職中に

得た技術、経験、人脈等を生かして、水産業の振興・発展に貢献することを目的として、平成 20 年

10 月に設立した一般社団法人であり、現在約 70 名の会員が全国で活躍している。 

当協会は愛知県漁業協同組合連合会および宮城県漁業協同組合からの要請を受けて、施設のリニュ

ーアル工事あるいは新設工事等に伴う水温上昇等の問題について、漁業影響調査を実施してきた実績

(平成 23 年以降 17 件)があり、我が国における漁業影響調査実施機関として、第一人者であると自負

している。 

当協会は内湾域における漁業影響調査等の実績と経験等のノウハウを蓄積しているので、これらが

洋上風力発電施設建設に伴う漁業影響調査を実施する際には、漁業者のための実施機関として

Ⅲ.3.5)の(1)の要件を備えている。 

当協会の各種調査に対する実施体制 

当協会は漁業影響調査を受託した場合には、協会の試験研究に従事した経験を有する職員のほか、

賛助会員のなかからその経験年数、研究・調査実績等をもとにして、出向契約を締結して当協会の職

員として調査業務に従事している。 

当協会の「技術専門員等規程」に定めるところにより、出向契約した職員には総括技術専門員、技

術専門員、調査専門員、解析専門員、調査協力員等の役職名を付与し、当協会の制服等を着用して調

査業務に従事している。 

当協会は「受託業務実施規程」によって、調査の実施段階から結果の取りまとめに至るまでの間、

その責任者を定めなければならないと規定されているので、報告書等の成果物は一定の品質が保証さ

れている。 

当協会は「受託業務実施規程」により、受託案件ごとに水産資源学、沿岸海洋学、水産増殖学、数

理解析等の専門家から構成される「漁業影響検討委員会」等を設け、専門家の指導・助言と、地元水

産試験場等の協力を得て、現地の状況等を詳細に入手し、中立・公正な立場から影響を科学的に評価

している。 

品質管理等 

当協会は ISO9001:2015品質マネジメントシステムおよび ISO14001:2015環境マネジメントシステム

の認証を受けている。 

 

一般社団法人 全国水産技術協会    

〒105-0003 東京都港区西新橋二丁目 15 番 7 号  

MSC 西新橋ビル 5 階  

TEL 03-6459-1911 FAX 03-6459-1912 

e-mail zensuigikyo@jfsta.or.jp 

HP http://www.jfsta.or.jp/  
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